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困っている事、悩み事、

友だちのこと、学校や家庭のこと

話せば心がホッとするよ☆

○電話相談：月曜日～金曜日

午前９時～正午 午後１時～５時

( : ０２７６－７３－４１５２

○来所相談：事前に電話で予約してください。

場所：子ども相談室（館林市民センター４階）

○メール相談：件名に「子ども相談室」と書き、本文に相談内容を書いて送信してください。

E-mail:seishonen@city.tatebayashi.gunma.jp

（子ども相談室 QRコード）

〇壁一面に県内の道路

地図が掲示されており、

渋滞状況、交通の流れが

一目でわかる。

今回は、群馬県警察本部を視察いたしました。県民の安心安全を守るため昼夜を問わず活動し

ている通信指令課、交通管制センターをガラス張りの大きな窓から見聞することができました。

また、今回特別に「生活安全部サイバー犯罪対策課」の方に、今問題となっているネット犯罪

についてのお話を聞くことができました。

文： 補導員 小山秀子

県警近くの貴賓館：重要文化財 臨江閣

〇県内のパトカーのすべ

ての出動状態を把握。

４分に一回の 110番通報
に対応。

〇車両感知器が、車の

数、スピードを計測し、

受けたデータを処理す

る。県内 4200の信号機
の管理をする。

☆ネット犯罪について

SNSにより、青少年が犯罪に巻き込まれる背景には、保護者の
フィルタリングへの認識不足であったり、便利なネットも、使い方

に気を付けないと、言葉巧みに子どもたちの心の隙間に入ってくる

犯罪者がいること、など、分かりやすくお話してくださいました。

180畳の
大広間は、

圧巻！

【通信指令課の主な業務】



群馬県警サイバー犯罪対策課 資料より抜粋

2019年青少年センター補導状況報告（１月～１２月）
１ 補導実施延べ回数 ２３０回 のべ補導員数 ７５０人

２ 補導（声かけ）総数 ９０６人（内訳 男４６５人 女４４１人）

３ 補導（声かけ）場所 ①下校途中 ②学校付近 ③ゲームセンター ④書店・レンタル店

４ 学識別 ①小学生 ４８２人 ②中学生 ３４７人 ③高校生 ５８人 ④その他１９人

今年度は、子ども達の下校時刻にあたる時間帯のパトロール回数を増やしました。子ども達を

見守ってくださる皆さまのおかげで、現在までのところ目立った大きな事故もなく安全に下校で

きているように思います。また、学校の長期休業中に、市内の小学校区別にパトロールを実施

し、通学路の確認もしています。危険個所を発見した場合には、該当学校や地区にお知らせして

います。これからも補導員一同力を合わせ子ども達の安全・安心のため取り組んでいきます。

女子小学生（９歳）が、SNSで知り合っ
た男と親しくなっていくうちに「服を着替

えられる？」等と言葉巧みに誘導され、ス

マートフォンの無料通信アプリで自分の裸

の写真や動画を送信させられた。

他人に見られて恥ずかしい

写真や動画を送ってはいけません。

写真や動画を一度送ってしまうと回収が困

難で取り返しのつかないことになります。

女子中学生（14歳）は、SNSで知り合った
男に、無料通信アプリで悩みを相談していたと

ころ、「慰めてあげる」等言葉巧みに誘い出さ

れ、加害者の自宅に連れ込まれた。

インターネットで知り合った相手と

実社会で会うと深刻な被害につながる

ことがあります。インターネットのやりとりだ

けでは、相手の本当の素性はわかりません。

フィルタリング加入に保護者の４割、希望しない！？

先日、新聞記事で『スマートフォンで子どもが有害サイトを見られなくする「フィルタリングサービス」

について、携帯大手３社が昨年１０月、国の有識者会議で、初めて１８歳未満の加入率が平均５９％に

とどまっている実態を示した』、という記事を読みました。

「群馬県青少年健全育成条例の一部改正」（平成３０年６月２６日施行）で、

青少年インターネット環境整備法は、携帯会社に対し、１８歳未満の子どもへの

販売時に、このサービスの提供を義務付けており、フィルタリングの必要性などを

説明しなければならないのです。

総務省も携帯販売代理店への指導徹底を求める考えを示しているようだが、

保護者は希望しなければ加入しなくてもよく、罰則もない現状です。

保護者が子どもの求めで加入後に解約するケースも多いという。

私たち、子どもを守る立場の大人や保護者たちの意識向上が問われている、

といえるのではないでしょうか。

自画撮り被害に注意
CASE1

児童ポルノ製造被害 未成年者誘拐被害

ᏸᬹ
᫅Ἷـ

ἵὕ
ậậậ

CASE2

http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81.html

